
灯火等の基準一覧（抜粋） 令和７年７月現在

注： 下表の対象は、平成元年以降に製作された長さ６ｍ以下であって、乗車定員 10人以下の乗用自動車が主に装着している灯火等（灯火器及び
反射器）の基準を抜粋してまとめたものである。二輪自動車や貨物自動車の基準と異なる場合がある。

名称
～H17.12.31 H18.1.1 ～

灯光色 高さ 面積 灯光色 高さ 面積

１ 走行用前照灯 白 or淡黄
（すれ違い用前照灯と同一であること）

－ － 白 － －

２
すれ違い用
前照灯

白 or淡黄
（走行用前照灯と同一であること）

中心 1,200mm 以下 － 白
▪ 上縁 1,200mm 以下
▪ 下縁 500mm 以上

－

３ 前部霧灯 白 or淡黄 上縁 1,200mm 以下
（すれ違い用前照灯の上縁より低いこと）

－ 白 or淡黄
▪ 上縁 800mm 以下
　（すれ違い用前照灯の上縁より低いこと）
▪ 下縁 250mm 以上

－

４ 側方照射灯 白 or淡黄
（全てが同一であること）

▪ ～ H8.1.31
　 中心がすれ違い用前照
灯の中心より低いこと
▪  H8.2.1 ～ H17.12.31
　 上縁がすれ違い用前照
灯の上縁より低いこと

－

▪～H21.3.31
ｓ白 or淡黄

　（全てが同一であること）
▪ H21.4.1 ～

白

▪～H21.3.31
　 上縁がすれ違い用前照灯
の上縁より低いこと
▪H21.4.1 ～
 　上縁 900mm 以下
　（すれ違い用前照灯の上縁より低いこと）
　下縁 250mm 以上

－

５ 車幅灯 白 or淡黄 or橙
（全てが同一であること）

▪ ～ H8.1.31
　中心 2,000ｍｍ以下
▪  H8.2.1 ～ H17.12.31
　上縁 2,100ｍｍ以下

15cm２

以上
白

（車幅灯と一体or兼用のものは橙も可）

▪ 上縁 2,100mm 以下
▪ 下縁 250mm 以上

15cm２

以上

６ 昼間走行灯 白
▪ 上縁 1,500ｍｍ以下
▪ 下縁 250ｍｍ以上

25cm２

以上
200cm２

以下

白
▪ 上縁 1,500mm 以下
▪ 下縁 250mm 以上

25cm２

以上
200cm２

以下

７ 番号灯 白 － － 白 － －

８ 尾灯 赤

▪ ～ H8.1.31
　中心２,000ｍｍ以下
▪  H8.2.1 ～ H17.12.31
　中心 2,100ｍｍ以下

15cm２

以上
赤

▪ 上縁 2,100mm 以下
▪ 下縁 350mm 以上

15cm２

以上

９ 後部霧灯 赤

▪ ～ H8.1.31
　中心１,000ｍｍ以下
▪  H8.2.1 ～ H17.12.31
　上縁１,000ｍｍ以下

140cm２

以下
赤

▪ 上縁 1,000mm 以下
▪ 下縁 250mm 以上

140cm２

以下

10 後部反射器 赤 中心 1,500ｍｍ以下
10cm２

以上
赤

▪ 上縁 1,500mm 以下
▪ 下縁 250mm 以上

10cm２

以上

11 制動灯 赤

▪ ～ H8.1.31
　中心２,000ｍｍ以下
▪  H8.2.1 ～ H17.12.31
　上縁 2,100ｍｍ以下

20cm２

以上
赤

▪ 上縁 2,100mm 以下
▪ 下縁 350mm 以上

20cm２

以上

12 補助制動灯 赤 － － 赤

下縁 850mm 以上 or 後面ガラ
スの最下部の取付部の下方
150mm より上方で、制動灯
の上縁を含む水平面以上

－

13 後退灯

▪ ～ H8.1.31
　白 or淡黄

▪  H8.2.1 ～
白

－ － 白

▪ ～ H22.12.31
　規定なし
▪  H23.1.1 ～
　上縁 1,200mm 以下
　下縁 250mm 以上

20cm２

以上

14 方向指示器

前
後 橙 中心 2,300ｍｍ以下

20cm２

以上
橙

▪ 上縁 2,100mm 以下
▪ 下縁 350mm 以上

20cm２

以上

側
面 橙 中心 2,300ｍｍ以下

10cm２

以上
橙

▪ 上縁 2,300mm 以下
▪ 下縁 350mm 以上

10cm２

以上

15 補助方向指示器 橙 中心 2,300ｍｍ以下 － 橙
▪ 上縁 2,300mm 以下
▪ 下縁 350mm 以上

－


